
突
然
の
休
校
要
請
に
。

緊
急
要
望
書
を
提
出

２
月
２
７
日
夕
刻
に
、
行
わ

れ
た
安
倍
首
相
の
全
国
一
斉
休

校
措
置
要
請
に
対
し
て
、
保
護

者
か
ら
不
安
の
声
、
一
年
の
終

わ
り
に
向
け
て
の
行
事
等
も
あ

る
中
で
、
大
き
な
混
乱
を
引
き

起
こ
す
こ
と
か
ら
、
翌
２
８
日

に
県
に
対
し
て
緊
急
要
望
書
を

作
成
し
、
提
出
し
ま
し
た
。

ま
た
午
後
か
ら
は
各
担
当
課

に
校
種
ご
と
の
要
望
書
を
届
け

て
い
ま
す
。

迷
走
す
る
文
科
省
！

滋
賀
県
で
も
２
８
日
（
金
）

に
「
感
染
拡
大
防
止
に
向
け
て

の
臨
時
休
業
の
要
請
に
つ
い
て
」

文
書
が
通
知
が
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
同
日
に
出
さ
れ
た
文

科
省
か
ら
の
通
知
文
書
（
元
文

科
発
第
１
５
８
号
号
）
に
は

「
臨
時
休
業
の
期
間
や
形
態
は
、

地
域
の
学
校
事
情
を
踏
ま
え
各

学
校
の
設
置
者
に
お
い
て
判
断

す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
子
ど
も

た
ち
の
居
場
所
の
確
保

が
さ
れ
る
こ
と

加
え
て
留
意
事
項
７
（
障
害

の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
に
関
す

る
こ
と
）
の
項
目
に
は
「
一
人

で
過
ご
す
こ
と
が
出
来
な
い
児

童
・
生
徒
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ

ス
等
を
活
用
し
居
場
所
の
確
保

に
と
り
く
む
こ
と
。
確
保
出
来

な
い
場
合
等
、
臨
時
休
業
措
置

を
取
れ
な
い
場
合
は
、
必
要
な

対
策
を
行
っ
た
上
で
、
最
小
限

の
人
数
に
絞
っ
て
登
校
さ
せ
る

等
格
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
子
ど
も
た
ち

の
状
況
と
現
場
の
声
を

全
滋
賀
教
組
は
、
引
き
続
き

子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
つ
い
て
、

教
職
員
の
勤
務
形
態
に
つ
い
て

な
ど
を
と
り
ま
と
め
、
課
題
解

決
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。引

き
続
き
フ
ァ
ッ
ク
ス
ニ
ュ
ー

ス
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
き
、
皆
様
の
率
直
な
ご
意

見
や
、
声
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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2020年2月27日

滋賀県教育委員会 教育長 福永 忠克 様

新型コロナウィルス感染拡大防止に関わる休校措置要請についての緊急要望書

2月27日、安倍総理は、感染拡大防止のため全国すべての小中高校・特別支援学校を週明け３月２日か

ら休校とするよう要請すると表明しました。休校措置の発表があまりにも唐突で現場や家庭に大きな混乱

をもたらしています。休校措置はあくまでも要請であり、判断の主体は県教育委員会にあります。滋賀県

の教育に責任を負う立場から子ども最優先で対応することを求めて、以下の点について要望します。

記

１．休校措置の要請に対しては、学校や家庭の実情を十分に踏まえた上で、柔軟に対応すること。

２．要請通りに週明けから休校措置をとることは、学校や保護者の対応が間に合わず大きな混乱をもた

らす可能性がある。かりに休校措置を導入する場合は、少なくとも一定の準備期間を設けること。

３．学年末テスト、入学試験、卒業式・終業式は当事者にとって極めて重要なものであることを鑑み安

易に中止や延期にはせず、実施する方向で尽力すること。


